
令和８年１月２７日に財団ホームページにおいて公表しました、
「令和８．９年度労災特別介護施設の設備保守管理・警備業務委託入札にかかる質問回答」
につきましては、一部の回答に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。
また、本日（令和８年１月２８日）、該当質問を訂正した上で、改めて財団ホームページに

公表しました。

（愛媛労災特別介護施設）
No. 項数 項番

を

No. 項数 項番

に、訂正回答いたします。

仕様書に記載した委託業
務を遂行するために必要と
する具体的な資格は、
・２級建築士又は建築設備
検査員及び特定建物調査
員資格

・第２種電気工事士及び第
３種電気主任技術者

・消防設備士甲種第１類、
同第２類、同第３類、同
第４類、消防設備士乙種
第６類及び第２種消防設
備点検資格者

・第２種冷凍機械責任者
・危険物取扱者乙種第４類
及び地下タンク等定期点
検技術者講習修了者

・昇降機検査資格
・自家用発電設備専門技術
者

・自動ドア施工技能者又は
自動ドア点検メンテナン
ス管理者

・貯水槽清掃作業監督者
・環境測定分析士（水質）
・環境測量士又は大気関係
公害防止管理者

・防除作業管理者
となります。
なお、当該技能資格者に

委託する場合については、
常駐で配置させる必要はあ
りません。
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「要員は、技能資格者を常
駐で配置するものとす
る。」と記載があります
が、具体的な資格名があれ
ばご教示ください。

要員については、電気事
業法施行規則に定める「保
安管理業務に規定する要件
に該当する者」を常駐で配
置してください。
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「要員は、技能資格者を常
駐で配置するものとす
る。」と記載があります
が、具体的な資格名があれ
ばご教示ください。
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